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(57)【要約】
【課題】複数サイズのカセッテをカセッテトレイに容易
に装填でき、しかも、カセッテサイズに応じたＸ線照射
領域の設定が可能なＸ線撮影装置を提供する。
【解決手段】カセッテトレイ１１６の二対のカセッテ押
さえ３００，３０１によってカセッテ２を２方向からそ
れぞれ挟み込んで保持する。二対のカセッテ押さえ３０
０，３０１は、それぞれカセッテの中心位置に対応する
所定の位置３２０に対して開閉移動可能にする機構部と
、二対のカセッテ押さえをそれぞれ閉じる方向に付勢す
る付勢部とを備えるように構成する。これにより、カセ
ッテを容易にカセッテトレイに装填できる。また、カセ
ッテのサイズが異なっても、カセッテの中心が一定の位
置に保たれるため、装填したカセッテのサイズに応じて
Ｘ線照射領域の設定を容易に行うことが可能になる。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体にＸ線を照射するＸ線発生部と、前記被検体を透過したＸ線の照射を受けるカセ
ッテを保持するためのカセッテトレイと、前記カセッテトレイが挿入される開口を備えた
支持枠と、前記支持枠と前記Ｘ線発生部との間に被検体を配置する寝台と、前記Ｘ線発生
部からのＸ線が照射される領域を定める機構部を備えるＸ線絞り装置と、Ｘ線絞り装置の
動作を制御する制御部とを有し、
　前記カセッテトレイは、前記カセッテを２方向からそれぞれ挟み込んで保持するための
二対のカセッテ押さえと、前記二対のカセッテ押さえをそれぞれ前記カセッテの中心位置
に対応する所定の位置に対して開閉移動可能にする機構部と、前記二対のカセッテ押さえ
をそれぞれ閉じる方向に付勢する付勢部とを備えることを特徴とするＸ線撮影装置。
【請求項２】
　請求項１に記載のＸ線撮影装置において、前記支持枠は、前記二対のカセッテ押さえの
うちの少なくとも一対の位置を検出する検出部を有し、前記制御部は、前記検出部の検出
結果に応じて、前記Ｘ線が照射される領域を前記カセッテの中心位置を中心に拡大または
縮小させるように前記Ｘ線絞り装置を動作させることを特徴とするＸ線撮影装置。
【請求項３】
　請求項１または２に記載のＸ線撮影装置において、前記機構部は、前記カセッテ押さえ
の移動をガイドするために前記２方向に沿って前記カセッテトレイにそれぞれ設けられた
スリットと、前記カセッテ押さえの対を連結し、前記所定位置を中心に対称に移動可能に
するリンク機構とを備えることを特徴とするＸ線撮影装置。
【請求項４】
　請求項３に記載のＸ線撮影装置において、前記機構部は、操作者が前記カセッテ押さえ
の対の移動を操作するための開閉つまみをさらに備えることを特徴とするＸ線撮影装置。
【請求項５】
　請求項３に記載のＸ線撮影装置において、前記付勢部は、前記カセッテ押さえに前記所
定位置に向かう力を加える弾性部材を含むことを特徴とするＸ線撮影装置。
【請求項６】
　請求項１に記載のＸ線撮影装置において、前記カセッテトレイは、前記カセッテ押さえ
の位置を固定するための固定機構をさらに備えることを特徴とするＸ線撮影装置。
【請求項７】
　請求項６に記載のＸ線撮影装置において、前記固定機構は、前記カセッテ押さえに取り
付けられた、凸部を備えるストッパと、前記カセッテトレイに設けられた、前記ストッパ
の凸部に係合する穴とを含むことを特徴とするＸ線撮影装置。
【請求項８】
　請求項４に記載のＸ線撮影装置において、前記機構部は、前記二対のカセッテ押さえの
うちの少なくとも一対のカセッテ押さえを、開状態で保持する開放機構を備えることを特
徴とするＸ線撮影装置。
【請求項９】
　請求項８に記載のＸ線撮影装置において、前記開放機構は、前記開閉つまみの位置を保
持する機構であることを特徴とするＸ線撮影装置。
【請求項１０】
　請求項２に記載のＸ線撮影装置において、前記検出部は、前記開口内に挿入された前記
カセッテトレイの前記カセッテ押さえのいずれかの位置を検出する検出器を備えることを
特徴とするＸ線撮影装置。
【請求項１１】
　カセッテを２方向からそれぞれ挟み込んで保持するための二対のカセッテ押さえと、前
記二対のカセッテ押さえをそれぞれ前記カセッテの中心位置に対応する所定の位置に対し
て開閉移動可能にする機構部と、前記二対のカセッテ押さえをそれぞれ閉じる方向に付勢
する付勢部とを備えることを特徴とするＸ線撮影装置用カセッテトレイ。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、カセッテを装填したカセッテトレイを用いて撮影を行うＸ線撮影装置に関し
、特に、複数サイズのカセッテを容易に装填可能で、かつ、無効被爆を防止可能なＸ線撮
影装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　Ｘ線撮影装置においてＸ線感光シート入りのカセッテを用いて撮影を行う場合には、特
許文献１のようにカセッテをカセッテトレイにセットして、Ｘ線撮影装置に挿入すること
により、装置内の所定の位置にカセッテを配置する。特許文献１には、一対の部品（カセ
ッテ挟み付けピース）をディスク状部材とばねで連動させて付勢することにより、カセッ
テを両側から一対の部品で挟みつけて保持するカセッテトレイが提案されている。このカ
セッテトレイを用いることにより、操作者は、サイズの異なるカセッテを片手の操作でカ
セッテトレイに装填・離脱可能である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００５－１９８８８１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　Ｘ線撮影装置では、被検者のＸ線無効被爆を防ぐために、操作者が装填したカセッテの
サイズに応じてＸ線絞り装置を調整し、Ｘ線照射領域を設定する操作を行う必要がある。
【０００５】
　特許文献１のカセッテトレイは、一方向について両側から一対の部品（カセッテ挟みつ
けピース）でカセッテを挟み付けて保持し、挟み付け方向とは直交する方向については、
トレイの縁と部品（カセッテ受け止めピース）でカセッテを保持する構成である。このた
め、異なるサイズのカセッテをカセッテトレイに装填すると、挟み付け方向と直交する方
向についてカセッテの中心位置がずれる。特許文献１に記載の発明は、カセッテトレイへ
のカセッテの装填の操作性の改善を目的としているため、無効被爆については考慮されて
いない。特許文献１のカセッテトレイを用いてＸ線無効被爆を防ごうとすると、サイズの
異なるカセッテを装填する度に、Ｘ線照射領域の中心位置をずらすようにＸ線絞り装置の
Ｘ線遮蔽羽根の位置を調整しなければならず、Ｘ線絞り装置の制御が煩雑になる。
【０００６】
　また、特許文献１のカセッテトレイでは、カセッテのサイズに応じて、部品（カセッテ
受け止めピース）の位置を付け替えなければならず、操作が煩雑である。
【０００７】
　本発明の目的は、複数サイズのカセッテをカセッテトレイに容易に装填でき、しかも、
カセッテサイズに応じたＸ線照射領域の設定が可能なＸ線撮影装置を提供することにある
。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　前記課題を解決するために、本発明では、カセッテトレイの二対のカセッテ押さえによ
ってカセッテを２方向からそれぞれ挟み込んで保持する。二対のカセッテ押さえは、それ
ぞれカセッテの中心位置に対応する所定の位置に対して開閉移動可能にする機構部と、二
対のカセッテ押さえをそれぞれ閉じる方向に付勢する付勢部とを備えるように構成する。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、複数サイズのカセッテをカセッテトレイに容易に装填できる。また、
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カセッテのサイズが異なっても、カセッテの中心が一定の位置に保たれるため、装填した
カセッテのサイズに応じてＸ線照射領域の設定を容易に行うことが可能になる。よって、
被検体のＸ線無効被爆を抑止でき、カセッテの装填時間やＸ線照射領域を設定する時間を
短縮することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】実施形態のＸ線撮影装置１の構成例を示す斜視図。
【図２】実施形態のカセッテトレイの上面斜視図。
【図３】実施形態のカセッテトレイの下面図。
【図４】実施形態のカセッテトレイの下面斜視図。
【図５】図２のカセッテトレイのＡ－Ａ'断面図。
【図６】図４の下面斜視図の一部拡大図。
【図７】実施形態のカセッテトレイが挿入される支持ケースの斜視図。
【図８】実施形態のカセッテトレイと支持ケースの検出部の位置関係を示す斜視図。
【図９】実施形態のＸ線絞り装置の一例の斜視図。
【図１０】本実施形態のカセッテをカセッテトレイにセットして撮影を行う場合の操作者
と各部の動作を示すフローチャート。
【図１１】本実施形態のカセッテトレイを用いて撮影を行う場合の各部の信号を流れを示
すブロック図。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、図面に従って本発明のＸ線撮影装置について説明する。
【００１２】
　図１は、Ｘ線撮影装置１の全体構成を示す図である。図２～図４は、それぞれカセッテ
トレイの上面斜視図、下面図、下面斜視図である。図５は、図２のＡ－Ａ’断面図であり
、図６は、図４の下面斜視図の一部拡大図である。図７は、カセッテトレイが挿入される
支持ケースの斜視図、図８は、カセッテトレイと支持ケースの検出部の位置関係を示す斜
視図である。図９は、Ｘ線絞り装置の斜視図である。なお、実施形態の全図において、同
一機能を有するものは同一符号を付け、その繰り返しの説明は省略する。
【００１３】
　図１に示すように、本発明のＸ線撮影装置１は、被検体にＸ線を照射するＸ線発生部１
０１と、被検体を透過したＸ線の照射を受けるカセッテを保持するためのカセッテトレイ
１１６と、カセッテトレイ１１６が挿入される開口を備えた支持枠１０５と、支持枠１０
５とＸ線発生部１０１との間に被検体を配置する寝台１０８と、Ｘ線発生部１０１からの
Ｘ線が照射される領域を設定する機構部を備えるＸ線絞り装置１０２と、Ｘ線絞り装置１
０２の動作等を制御する制御部１１４とを有する。
【００１４】
　カセッテトレイ１１６は、図２～図４に示すように、カセッテ２を２方向（ｘ方向、ｙ
方向）からそれぞれ挟み込んで保持するための二対のカセッテ押さえ３００，３０１を備
えている。また、カセッテトレイ１１６には、二対のカセッテ押さえ３００，３０１をそ
れぞれカセッテ２の中心位置に対応する所定位置３２０に対して開閉移動可能にする機構
部３０８，３０９，３２１，３２２等と、二対のカセッテ押さえ３００，３０１をそれぞ
れ閉じる方向に付勢する付勢部３１１とを備える。
【００１５】
　このように二対のカセッテ押さえ３００，３０１で二方向から挟みこんでカセッテ２を
保持するカセッテトレイ１１６を用いることにより、複数サイズのカセッテ２の保持が容
易にできる。また、サイズの異なるカセッテ２をカセッテトレイ１１６に保持した場合で
も、カセッテ２の中心位置が移動しないため、カセッテのサイズに応じて、制御部がＸ線
照射領域の調整を容易に行うことができる。よって、Ｘ線無効被爆を抑止でき、カセッテ
の装填時間やＸ線照射領域の設定時間を短縮することが可能なＸ線撮影装置を提供するこ
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とができる。
【００１６】
　なお、本実施形態でいうカセッテ２は、カセッテトレイ１１６に着脱可能な矩形の平板
形状のものであって、Ｘ線の照射を受けて撮像を可能にするものであればどのようなもの
でもよく、Ｘ線フィルムを内蔵したカセッテのみならず、イメージングプレート（ＩＰ）
やワイヤレスのフラットパネルディテクタ（ＦＰＤ)を用いることも可能である。
【００１７】
　以下、本実施形態のＸ線撮影装置をさらに具体的に説明する。なお、図１には、Ｘ線撮
影装置の一例としてＸ線透視撮影装置を示しているが、本発明は、Ｘ線透視撮影装置に限
られるものではなく、カセッテトレイ１１６を用い、Ｘ線絞り装置１０２のＸ線照射領域
の調整を行う装置であれば、どのようなＸ線撮影装置にも適用可能である。
【００１８】
　図１のようにＸ線撮影装置は、上記構成に加えて、Ｘ線発生部１０１を支持する支柱１
０３と、支柱１０３と支持枠１０５とが搭載された連結部１０６と、連結部１０６を支持
するスタンド部１００を備えている。連結部１０６には、支柱１０３を寝台１０８の短手
方向（ｙ方向）に移動させる支柱移動機構部１０４が備えられている。支持枠１０５内に
は、寝台１０８を長手方向（ｘ方向）に移動させる移動機構が内蔵されている。スタンド
部１００には、連結部１０６を床面に対し鉛直となる方向（ｚ方向）に移動させるととも
に、ｙ軸を中心に回転させる連結部移動機構１０７が備えられている。これにより、寝台
１０８及びＸ線発生部１０１をｚ方向に移動させるとともに、寝台１０８及びＸ線発生部
１０１を、ｙ方向を軸として回転移動させることができ、寝台１０８上の被検体の姿勢を
立位、臥位、逆傾斜等にすることができる。
【００１９】
　Ｘ線撮影装置は、Ｘ線発生部１０１に電力供給を行なう高電圧発生部１０９と、支持枠
１０５内のＸ線発生部１０１に対向する位置に配置され、被検体を透過したＸ線を検出す
るＸ線検出器１１０と、Ｘ線画像処理部１１１と、表示装置１１２と、外部記憶部１１３
と、操作部１１５とをさらに備えている。Ｘ線画像処理部１１１は、Ｘ線検出器１１０か
ら出力されたＸ線信号、もしくは、カセッテ２がＩＰやＦＰＤである場合にはカセッテ２
から読み出したＸ線信号に対して、画像処理（ガンマ変換、階調変換処理、画像の拡大・
縮小等）の画像処理を行なってＸ線画像を生成する。外部記憶部１１３は、Ｘ線画像処理
部１１１から出力されたＸ線画像を記憶する。表示装置１１２は、Ｘ線画像処理部１１１
から出力されたＸ線画像、又は外部記憶部１１３に記憶されたＸ線画像を表示する。制御
部１１４は、Ｘ線絞り装置１０２の動作のみならず、Ｘ線撮影装置の構成要素の種々の動
作を制御する。操作部１１５は、操作者からの指令を受け付ける。
【００２０】
　支持枠１０５のカセッテトレイ１１６が挿入される開口の内部には、図７に示すような
支持ケース３１９が配置されている。支持ケース３１９内の左右の両脇には、所定の高さ
にガイド溝４２０が設けられている。カセッテトレイ１１６の左右の両端部をガイド溝４
２０に係合させてスライドさせることにより、カセッテトレイ１１６を支持ケース３１９
内に挿入することができる。なお、Ｘ線検出器１１０は、支持ケース３１９の底面上また
は底面の開口部内に配置される。支持ケース３１９は、カセッテトレイ１１６を支持ケー
ス３１９に挿入した状態でカセッテ２の中心位置がＸ線検出器１１０の中心に一致するよ
うに構成されている。これにより、Ｘ線検出器１１０を用いた撮影や透視の際と同じ位置
関係で、カセッテ２を用いて撮影をすることができる。したがって、カセッテトレイ１１
６を支持ケース３１９に挿入することにより、被検体を透過したＸ線がカセッテ２に照射
され、カセッテ２により撮影を行うことができる。カセッテトレイ１１６を挿入していな
い状態では、被検体を透過したＸ線がＸ線検出器１１０に照射され、Ｘ線検出器１１０に
より撮影を行うことができる。Ｘ線検出器１１０は、例えば、Ｘ線の入射量に応じたＸ線
信号を出力する複数のＸ線検出素子が二次元アレイ状に配置された構成のものを用いる。
【００２１】
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　支持ケース３１９内には、二対のカセッテ押さえ３００、３０１のうちの少なくとも一
対の位置を検出する検出部３１８が配置されている。本実施形態では、図７のように、二
対のカセッテ押さえ３００，３０１の位置をそれぞれ検出するｘ方向用とｙ方向用の検出
部３１８が配置されている。一般的にカセッテ２のサイズは、規格により定める複数種類
のサイズのうちのいずれかであるため、検出器３１８は、カセッテ２のサイズの種類を検
出できればよい。そのため、カセッテ２のサイズの種類に応じて、検出器３１８を図７の
ように複数の位置に配置することも可能である。検出器３１８として、例えば、磁気セン
サーや光センサーを用いることができる。
【００２２】
　また、支持ケース３１９の、カセッテトレイ１１６が挿入される開口には、図７のよう
にスイッチ３１７が備えられている。スイッチ３１７は、カセッテトレイ１１６が支持ケ
ース３１９内の所定の位置まで挿入された場合に、操作者がスイッチ３１７を操作可能（
スイッチ３１７をｚ方向に立ち上げる操作が可能）になるように構成されている。これに
より、スイッチ３１７が操作された場合には、カセッテトレイ１１６が正しい位置に挿入
されたことを示す信号をスイッチ３１７が出力する。この信号を受け取った制御部１１４
は、撮影モードをＸ線検出器１１０による撮影モードからカセッテ撮影モードに切り替え
る。また、スイッチ３１７の信号によりカセッテトレイ１１６が正しい位置に挿入された
ことが検出された状態で、制御部１１４が検出器３１８の出力によりカセッテ２のサイズ
を検出する。これにより、カセッテトレイ１１６の挿入が十分ではないためにカセッテサ
イズが誤検出されるのを防止することができる。
【００２３】
　Ｘ線発生部１０１は、高電圧発生部１０９から電力供給を受けてＸ線を発生させるＸ線
管球を内蔵している。また、Ｘ線発生部１０１には、特定のエネルギーのＸ線を選択的に
透過させるＸ線フィルタなどを配置することもできる。
【００２４】
　Ｘ線絞り装置１０２は、図９に示すように、Ｘ線照射口２００と、ｘ方向およびｙ方向
にそれぞれ一対づつ配置されたＸ線遮蔽羽根２０１，２０２と、ｘ方向およびｙ方向のＸ
線遮蔽羽根２０１、２０２の対を支持し、それぞれをＸ線照射口２００の中心軸を中心に
開閉移動可能にする機構部２０４と、機構部２０４を駆動するモータ２０３とを備えてい
る。このような構成により、Ｘ線発生部１０１が発生し、Ｘ線照射口２００を通ったＸ線
の一部をＸ線遮蔽羽根２０１，２０２の対によって遮蔽して、被検体へのＸ線照射領域を
設定することができる。制御部１１４は、モータ２０３の駆動量を制御することにより、
Ｘ線遮蔽羽根２０１，２０２の位置を設定し、被検体を透過したＸ線が、カセッテトレイ
１１６に保持されたカセッテ２の撮像可能領域に照射されるようにＸ線照射領域を調整す
る。これにより、被検体の無効被爆を防ぐことができる。
【００２５】
　カセッテトレイ１１６の構造について図２～図６を用いてさらに詳しく説明する。
【００２６】
　カセッテトレイ１１６は、板状のトレイ本体１３０と、トレイ本体３１０上に搭載され
て、カセッテ２を２方向（ｘ方向、ｙ方向）からそれぞれ挟み込んで保持する二対のカセ
ッテ押さえ３００，３０１を備えている。二対のカセッテ押さえ３００，３０１には、機
構部３０８，３０９，３２１，３２２等と付勢部３１１が備えられ、二対のカセッテ押さ
え３００，３０１をそれぞれ中心位置３２０に対して開閉移動可能にするとともに、二対
のカセッテ押さえ３００，３０１をそれぞれ閉じる方向に付勢している。
【００２７】
　ｘ方向の一対のカセッテ押さえ３００の機構部３０８は、図２～図４に示すように、カ
セッテ押さえ３００の移動をガイドするためにトレイ本体１３０にｘ方向に沿って設けら
れた一対のスリット３２１と、トレイ本体１３０の下面側に配置されてカセッテ押さえ３
００の対を連結するリンク機構とを備えている。リンク機構は、バー状の３本の連結部材
３０８ａ、３０８ｂ、３０８ｃ（図３）と、スリット３２１を通してビス３２４（図６）
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によりカセッテ押さえ３００に固定されたプレート３２３とを含む。連結部材３０８ｂの
中心は、図３のようにカセッテ２の中心位置に対応する位置３２０に回転可能に固定され
ている。連結部材３０８ｂの両端にはそれぞれ、連結部材３０８ａの一端と連結部材３０
８ｃの一端が回動可能に連結されている。連結部材３０８ａの他端と連結部材３０８ｃの
他端は、それぞれ一対のカセッテ押さえ３００の裏面側のプレート３２３に回動可能に連
結されている。これにより、一対のカセッテ押さえ３００は、位置３２０を中心に対称に
ｘ方向に開閉移動可能である。
【００２８】
　また、一対のカセッテ押さえ３００の一方には、下部のプレート３２３を介して開閉バ
ー３１２が連結されている。開閉バー３１２の先端には、操作者が一対のカセッテ押さえ
３００の移動を操作するための開閉つまみ３０２が備えられている。
【００２９】
　開閉つまみ３０２は、トレイ本体１３０にｘ方向に沿って設けられたスリット３２５を
通って、トレイ本体１３０の上面に突き出している。操作者は、カセッテトレイ１１６の
上面側から開閉つまみ３０２をつまんで、スリット３２５に沿ってｘ方向に移動させるこ
とにより、ｘ方向の一対のカセッテ押さえ３００を位置３２０を中心に開閉させることが
できる。
【００３０】
　一対のカセッテ押さえ３００の他方には、下部プレート３２３を介して連結バー３０４
が連結され、連結バー３０４の先端には、検出部３１８で検出される対象となる被検出部
３０６が取り付けられている。
【００３１】
　被検出部３０６は、トレイ本体１３０よりも下方に突出し、カセッテトレイ１１６が支
持ケース３１９に挿入された場合に、図８のように検出部３１８と対向する。これにより
検出部３１８は、被検出部３０６の位置を検出し、カセッテ押さえ３００のｘ方向の位置
を検出する。これにより、カセッテトレイ１１６が保持しているカセッテ２のサイズの種
類を検出することができる。ここでは、検出部３１８として磁気センサーを用いるため、
被検出部３０６として磁石を用いるが、検出部３１８は磁気センサーに限られるものでは
なく、光センサー等の他のセンサーを用いることも可能である。被検出部３０６は、検出
部３１８によって検出可能な部材を用いる。被検出部３０６の移動をスムーズにカセッテ
押さえ３００に連動させるために、トレイ本体１３０にはスリット３２６がｘ方向に沿っ
て設けられている。スリット３２６には、連結バー３０４の先端上面に設けられたビス３
２７が係合しており、連結バー３０４の先端部の移動をガイドしている。
【００３２】
　また、ｘ方向の一対のカセッテ押さえ３００には、これらを閉じる方向に付勢する付勢
部が備えられている。付勢部は、一対のカセッテ押さえ３００の下部のプレート３２３を
、位置３２０に固定された固定板３１０に連結する弾性部材３１１を備えている。ここで
は、弾性部材３１１としてばねを用いる。弾性部材３１１は、カセッテ押さえ３００の位
置３２０に向かう力を加える。これにより、ｘ方向の一対のカセッテ押さえ３００は、ｘ
方向からカセッテ２を挟みこんで保持することができる。
【００３３】
　ｙ方向の一対のカセッテ押さえ３０１についても、ｘ方向の一対のカセッテ押さえ３０
０と同様の機構部３０９を備えている。機構部３０９は、トレイ本体１３０にｙ方向に沿
って設けられた一対のスリット３２１と、カセッテ押さえ３０１の対を連結するリンク機
構とを備えている。リンク機構は、３本の連結部材３０９ａ、３０９ｂ、３０９ｃと、カ
セッテ押さえ３００に固定されたプレート３３３とを含む。また、一対のカセッテ押さえ
３０１の一方には、下部のプレート３３３を介して開閉バー３１３が連結されている。開
閉バー３１３の先端には、操作者が開閉つまみ３０３が備えられている。一対のカセッテ
押さえ３０１の他方には、下部プレート３３３を介して連結バー３０５と被検出部３０７
が取り付けられている。開閉つまみ３０３は、トレイ本体１３０にｙ方向に沿って設けら
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れたスリット３３５を通って、トレイ本体１３０の上面に突き出している。操作者は、開
閉つまみ３０３を操作することにより、ｙ方向の一対のカセッテ押さえ３０１を位置３２
０を中心に開閉することができる。被検出部３０７は、カセッテトレイ１１６が支持ケー
ス３１９に挿入された場合に検出部３１８によって検出され、カセッテ押さえ３０１のｙ
方向の位置が検出される。被検出部３０６の移動をスムーズにするために、ガイドとして
トレイ本体１３０にはスリット３３６がｙ方向に沿って設けられている。スリット３３６
には、連結バー３０５の先端のビス３３７が係合している。
【００３４】
　また、ｙ方向の一対のカセッテ押さえ３０１には、これらを閉じる方向に付勢する付勢
部として、カセッテ押さえ３０１の下部のプレート３２３を固定板３１０に連結する弾性
部材３１１を備えている。これにより、ｙ方向の一対のカセッテ押さえ３０１は、ｙ方向
からカセッテ２を挟みこんで保持することができる。
【００３５】
　このような構成により、ｘ方向とｙ方向のカセッテ押さえ３００，３０１は、独立して
動作し、位置３２０を中心に開閉することにより、ｘ方向とｙ方向からカセッテ２を弾性
部材３１１の復元力（ばね力）により挟みこんで保持することができる。この機構により
カセッテ２のサイズが異なっても、常にカセッテ押さえ３００，３０１の中心の位置３２
０にカセッテ２の中心を一致させて保持することができる。
【００３６】
　なお、上述の機構部には、カセッテ２の装着を容易にするため、二対のカセッテ押さえ
３００，３０１のうちの少なくとも一対のカセッテ押さえを、開状態で保持する開放機構
を備えられている。具体的には、本実施形態ではｙ方向のカセッテ押さえ３０１の開閉つ
まみ３０３をガイドするスリット３５５の開方向の端部（全開の位置）に開閉つまみ３０
３を引っ掛ける切り欠き３３５ａを設けている。開閉つまみ３０３をスリット３３５に沿
って開方向に移動させて切り欠き３３５ａに引っ掛けることにより、ｙ方向のカセッテ押
さえ３０１を全開状態に保持できる。よって、ｙ方向のカセッテ押さえ３０１を全開状態
に保持して、その間にｘ方向のカセッテ押さえ３００の開閉つまみ３０２を操作すること
ができ、片手で二方向のカセッテ押さえ３００，３０１を操作してカセッテ２を装着する
ことができる。
【００３７】
　上述のように、カセッテ押さえ３００，３０１は、弾性部材３１１のばね力により保持
されているため、カセッテ２を保持した状態でカセッテトレイ１１６を持ち運んだり、寝
台が回転移動したりすると、弾性部材３１１のばね力にカセッテ２に働く慣性力が加わり
、カセッテ押さえ３００，３０１がカセッテ２から離れる方向に移動したり、カセッテ押
さえ３００、３０１とカセッテ２がｘ方向またはｙ方向に移動する現象が生じ得る。これ
を防ぐために、本実施形態では、カセッテ押さえ３００，３０１のそれぞれの対の一方に
、図５および図６のように、カセッテ押さえ３００、３０１の位置を固定する固定機構５
０を配置している。
【００３８】
　カセッテ押さえ３００の固定機構は、図５および図６のように、一対のカセッテ押さえ
３００の一方の下面側のプレート３２３に取り付けられたガイド部材３１４と、ガイド部
材３１４により支持およびガイドされたストッパ３１６と、トレイ本体１３０の所定の位
置に設けられた複数対の穴３４０ａ，３４０ｂ，３４０ｃを含む。複数対の穴３４０ａ，
３４０ｂ，３４０ｃは、カセッテ２の規格により定められる複数のカセッテサイズに対応
して、それを保持する状態のカセッテ押さえ３００の位置にそれぞれ設けられている。
【００３９】
　ストッパ３１６は、穴３４０ｃ、３４０ｂ、３４０ｃに係合する一対の凸部３１６ａを
備えている。ガイド部材３１４は、一対のガイド棒３１４ａと、ガイド棒３１４ａを支持
するガイドプレート３１４ｂと、ガイド棒３１４の外周に挿入された圧縮ばね３１５とを
備えている。ガイド棒３１４ａの軸方向は、トレイ本体１３０の主平面に対して垂直であ
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る。ガイド棒３１４は、ストッパ３１６に設けられた一対の貫通孔３１６ｂに挿入されて
いる。これにより、ストッパ３１６は、ガイド棒３１４に沿って移動可能である。圧縮ば
ね３１５は、ガイド棒３１４に沿ってストッパ３１６を押し上げる力を加えている。
【００４０】
　これにより、カセッテ押さえ３００の位置が、複数対の穴３４０ａ，３４０ｂ，３４０
ｃのいずれかの位置に一致している場合には、ストッパ３１６の凸部３１６ａが、圧縮ば
ね３１５の押し上げ力により複数対の穴３４０ａ，３４０ｂ，３４０ｃのいずれか挿入さ
れ、カセッテ押さえ３００の位置がロックされる。
【００４１】
　開閉バー３１２は、ストッパ３１６に連結されており、開閉バー３１２のつまみ３０２
を操作者が押し下げることにより、ストッパ３１６が押し下げられ、凸部３１６ａが穴３
４０ａ，３４０ｂ，３４０ｃから脱出する。これにより、カセッテ押さえ３００の位置の
ロックが解除され、開閉バー３１２をスリット３２５に沿ってｘ方向に移動させることに
より、カセッテ押さえ３００をｘ方向に移動させることができる。
【００４２】
　次に、カセッテ２をカセッテトレイ１１６に装填して、被検体のカセッテ撮影を行う場
合の操作者の各部の動作を図１０のフローを用いて説明する。図１１は、各部の信号の流
れを示すブロック図である。
【００４３】
　操作者は、まずカセッテ２をカセッテトレイ１１６に装填する（ステップ１５１）。具
体的には、操作者は、ｘ方向およびｙ方向のカセッテ押さえ３００，３０１のうち、一方
（ｙ方向）のカセッテ押さえ３０１の開閉つまみ３０３を押し下げてストッパ３１６を解
除した後、スリット３３５に沿って開方向に移動させて切り欠き３３５ａに引っ掛け、ｙ
方向の一対のカセッテ押さえ３０１を全開状態に保持する。次に、操作者は、ｘ方向のカ
セッテ押さえ３００の開閉つまみ３０２を押し下げてストッパ３１６を解除した後、開閉
つまみ３０２をスリット３２５に沿って開方向に移動させることにより、ｘ方向のカセッ
テ押さえ３００を開き、その間の空間にカセッテ２を配置し、開閉つまみ３０２から手を
離す。これにより、弾性部材３１１のばね力により、一対のカセッテ押さえ３００がｘ方
向からカセッテ２を挟んで保持する。さらに操作者は、ｙ方向の開閉つまみ３０３を切り
欠き３３５ａから外して、開閉つまみ３０３から手を離すと、ｙ方向の一対のカセッテ押
さえ３０１が、弾性部材３１１のばね力によりｙ方向からカセッテ２を挟んで保持する。
カセッテ押さえ３００、３０１の位置は、保持されているカセッテ２のサイズに応じて定
まる。カセッテ押さえ３００、３０１のストッパ３１６の凸部３１６ａは、保持されてい
るカセッテ２のサイズに応じた位置の穴３４０ａ，３４０ｂ，３４０ｃのいずれかに挿入
され、カセッテ押さえ３００，３０１の位置をロックする。
【００４４】
　次に、操作者は、支持枠１０６の開口から支持ケース３１９内にカセッテトレイ１１６
を差し込み、正しい位置までカセッテトレイ１１６が挿入されたならばスイッチ３１７を
ｚ方向に立ちあげる操作を行う（ステップ１５２）。制御部１１４は、スイッチ３１７の
出力によりカセッテトレイ１１６が正しい位置に挿入されたことを検出し、撮影モードと
してカセッテ撮影モードを選択する（ステップ１５３，１５４）。また、制御部１１４は
、検出部３１８の検出位置からカセッテ２のサイズの種類を検出し、カセッテ２のサイズ
に応じてＸ線絞り装置２０１のＸ線遮蔽羽根２０１，２０２の位置を調整し、カセッテ２
の撮像可能領域にＸ線が照射されるようにＸ線照射領域を設定する（ステップ１５５、１
５６）。
【００４５】
　この時、カセッテ２としてどのようなサイズのものがカセッテトレイ１１６に装填され
ても、カセッテ２の中心は常にカセッテトレイ１１６の位置３２０に一致しているため、
Ｘ線照射領域の中心位置をずらす必要がなく、制御部１１４は、Ｘ線絞り装置２０１のＸ
線照射領域の拡大縮小のみで被検体の無効被爆を防ぐことができる。
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【００４６】
　Ｘ線絞り装置２０１がＸ線照射領域を設定したならば、制御部１１４は予め定められた
カセッテ撮影モードで高電圧発生部１０９に所定の電圧を発生させてＸ線発生部１０１に
供給する。Ｘ線発生部１０１は、Ｘ線を発生する。Ｘ線絞り装置２０１は、カセッテ２の
撮像領域以外に照射されるＸ線を遮蔽するため、被検体の無効被爆を防ぎながら、被検体
を通過したＸ線をカセッテ２に照射し、カセッテ撮影を行うことができる（ステップ１５
７）。
【００４７】
　以上説明したように本実施形態では、複数のサイズのカセッテ２を容易に装填できるカ
セッテトレイ１１６を提供でき、カセッテ２の中心位置をカセッテサイズに関わらず一定
に保つことができる。よって、サイズに応じて容易にＸ線照射領域を設定でき、Ｘ線無効
被爆を抑止できる。また、カセッテトレイ１１６の挿入をスイッチ３１７の出力により制
御部１１４が検出して、自動的にカセッテ撮影モードを選択できるため、操作者は、カセ
ッテ撮影モードへの切替設定を行う必要がなく、操作者の操作を簡略化することができる
。
【符号の説明】
【００４８】
１…Ｘ線撮影装置、１００…スタンド部、１０１…Ｘ線発生部、１０２…Ｘ線絞り装置、
１０３…支柱、１０４…支柱移動機構部、１０５…支持枠、１０６…連結部、１０７…連
結部移動機構、１０８…寝台、１０９…高電圧発生部、１１０…Ｘ線検出器、１１１…Ｘ
線画像処理部、１１２…表示装置、１１３…外部記憶部、１１４…制御部、１１５…操作
部、１１６…カセッテトレイ、２００…Ｘ線照射口、２０１…可動制限羽根Ｘ、２０２…
可動制限羽根Ｙ、２０３…モータ、３００…カセッテ押さえ（ｘ）、３０１…カセッテ押
さえ（ｙ）、３０２…開閉つまみ（ｘ）、３０３…開閉つまみ（ｙ）、３０４…連結バー
（ｘ）、３０５…連結バー（ｙ）、３０６…被検出器（ｘ）、３０７…被検出器（ｙ）、
３０８…機構部（ｘ）、３０９…機構部（ｙ）、３１０…固定板、３１１…弾性部材、３
１２…開閉バー（ｘ）、３１３…開閉バー（ｙ）、３１４…ガイド部材、３１５…圧縮ば
ね、３１６…ストッパ、３１７…スイッチ、３１８…検出部
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